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木更津市公告第４５号 

   令和８年度広報きさらづ広告枠売却の制限付一般競争入札の実施について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項の規定により、一般競争入札を次のとおり実施

する。 

  令和８年２月２０日 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

１ 一般競争入札に付する事項 

契 約 の 名 称 令和８年度広報きさらづ広告枠売却 

工 事 等 の場 所 木更津市富士見一丁目２番１号 

工 期 令和８年５月号から令和９年４月号まで 

工 種 広告代理店業務等 

概 要 

財源を確保するため、広報きさらづに広告を掲載する。広告は、市から広告代理

店に広告枠を売り払い、代理店において広告主の募集及び掲載を行う。 

掲載位置 

Ｂ４タブロイド判 原則として最終ページの下段に掲載 １２枠 

（横２３．６センチメートル×縦１３．９センチメートル） 

 

 

 

 ※掲載枠の大きさは、広告主の希望により選択可能。 

  ・２号広告：１号広告２枠相当 

  ・３号広告：１号広告４枠相当 

  ・４号広告：１号広告６枠相当 など 

規 格 大きさ 

1号広告 横7.8cm×縦 3.4cm 
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２ 入札に参加する者に必要な資格 

 （１）木更津市発注のすべての制限付一般競争入札における共通資格要件 

１ 木更津市入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登録されている者 

２ 

木更津市入札参加資格者指名停止措置要領に基づく指名停止措置及び木更津市入札契

約に係る暴力団対策措置要綱に基づく指名除外措置を、公告の日から当該工事等の入札ま

での間、受けていない者 

３ 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のほか、次の事項に該当

しない者 

（１）手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者、又は当該工事の入

札前６か月以内に手形、小切手を不渡りにした者 

（２）会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がさ

れていない者 

（３）民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がさ

れていない者 

（４）特定関係にある会社同士の入札参加制限基準に基づく資本関係又は人的関係にある者

同士 ただし基準に該当する者のうち一者を除く全てが入札を辞退したときを除く 

（２）本件制限付一般競争入札における個別の資格要件 

１ 
委託登録（大分類：11広告・催事、中分類：02新聞・雑誌広告 04広報誌製作 99 その他）

をしている者 

 

３ 契約書案、入札約款、設計図書等を示す期間及び方法 

（１）期間 

  令和８年２月２０日 から 令和８年３月６日 まで  

   （木更津市の休日を定める条例に規定する市の休日（以下「市の休日」という。）を除く） 

 （２）方法 

   ア 契約書案、入札約款、設計図書等を下記により閲覧に供する。 

①  場所 木更津市富士見一丁目２番１号 

           木更津市役所企画部シティプロモーション課 ℡：0438(23)7460 

②  時間 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く） 

   イ 設計図書等を木更津市ホームページにおいて公表する。 
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URL:https://www.city.kisarazu.lg.jp/soshiki/kikaku/citypromotion/1/9141.html       

なお、設計図書等の入手方法は、上記、木更津市ホームページからのダウンロードによるものとする。

また、当該工事等の現場説明は実施しないので、設計図書等を熟知すること。 

 （３）設計図書等に対する質問がある場合は、書面により提出すること。 

   ア 提出期限  令和８年２月２６日 午後５時まで  

   イ 提出先   木更津市富士見一丁目２番１号 木更津市役所企画部シティプロモーション課 

   ウ 回答日時  令和８年３月３日 午後５時まで  

   エ 回答方法  質問者に対して書面により行う。 

 

４ 入札参加申請の受付期間及び方法 

（１）受付期間 

  令和８年２月２０日 から 令和８年３月６日 まで（市の休日を除く）  

（２）方法 

入札参加資格確認申請書の提出による。 

ア 受付場所  木更津市富士見一丁目２番１号 

                木更津市役所企画部シティプロモーション課 ℡：0438(23)7460 

イ 受付時間  午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く） 

    なお、入札参加資格確認申請書の書式は、設計図書等を示す木更津市ホームページの同じＵＲＬよ

りダウンロードすること。 

 

５ 入札参加資格不適格者への入札前通知 

（１）入札参加申請をした者のうち、２入札に参加する者に必要な資格（１）及び（２）の資格要件が満た

ないと認められる者については、本件入札の参加資格がないものとし、令和８年３月９日付け入札

参加資格要件不適格通知書をもって通知する。  

（２）入札参加資格要件不適格通知を受けたものは、通知を受けた日から３日（市の休日を除く）以内に

企画部シティプロモーション課に対し書面をもってその理由について説明を求めることができる。企

画部シティプロモーション課長は、説明を求められた日から３日（市の休日を除く）以内に書面をも

って回答する。 

 

 



- 4 - 

 

６ 入札の場所及び日時 

（１）日時  令和８年３月１３日  午後２時３０分（郵便、電報等による入札は認めない。） 

（２）場所  木更津市富士見一丁目２番１号 木更津市役所駅前庁舎 入札室 

 

７ 入札保証金 

  入札保証金は免除する。ただし、落札となった場合において、正当な理由がなく期限までに契約を締

結しないときは、落札金額の１００分の５に相当する額の違約金を徴収する。 

 

８ 落札者の決定 

（１）決定方法 

   予定価格を超える最高価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とし、入札参加資格審査の

うえ入札参加資格があると認められる場合は当該落札候補者を落札者と決定する。ただし、予定価

格を超える最高価格をもって有効な入札を行った者が２者以上ある場合は、くじにより落札候補者

を定める。 

（２）入札参加資格要件確認書類の提出 

   落札候補者に対し、入札に参加する者に必要な資格の有無を確認するための書類の提出を求める

場合がある。この場合において、提出を求められた日から起算して２日（閉庁日を除く）以内に資料

を提出すること。 

（３）落札決定の通知方法 

   落札者に対し、落札決定通知を送付する。 

９ 契約保証金 

（１）契約保証金の額は、木更津市財務規則第１４６条第１項の規定により、契約金額の１００分の１０以上

とする。 

（２）木更津市財務規則第１４６条第３項の規定に該当するときは、契約保証金を免除する。 

 

１０ 入札書に記載する金額 

   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

消費税及び地方消費税抜きの見積金額を入札書に記載すること。 
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１１ 入札に関する注意事項 

（１）入札書、誓約書及び入札委任状には、当該契約の名称及び工事等の場所をこの公告の記載に従

い記入すること。 

（２）入札書、誓約書及び入札委任状には、代表者印（使用印鑑届を提出している場合は当該印）を押す

こと。 

（３）誓約書及び代理人が入札を行う場合の入札委任状の提出が無い場合は、入札に参加することが

できない。 

（４）入札参加者が１人である場合でも入札は執行するものとする。 

（５）入札参加申請後に入札を希望しなくなった場合には、入札辞退届を郵送又は持参により入札執行

以前に企画部シティプロモーション課へ提出すること。 

 

１２ 無効となる入札 

（１）入札に参加する資格を有しない者のした入札 

（２）記名押印を欠く入札 

（３）金額を訂正した入札 

（４）誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

（５）明らかに連合であると認められる入札 

（６）同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札 

（７）入札参加資格要件確認書類の提出要求に応じない者のした入札 

（８）その他入札に関する条件に違反した入札 

 

１３ その他 

（１）入札回数は、２回までとする。 

（２）市は、落札者の決定日から契約の確定日までの間に落札者がいずれかに該当したときは、当該入

札の落札決定を取り消すことができる。 

  ア 木更津市入札契約に係る暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けたとき 

  イ 木更津市入札参加資格者指名停止措置要領に基づく指名停止の措置を受けたとき 

（３）本件契約の請負者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、東日本大震災による

失職者を優先的に雇用するよう努めるものとする。 


